
（平成２４年３月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山口国民年金 事案 729                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年６月から 57 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年６月から 57年４月まで 

私は、Ａ県Ｂ市のＣ社を昭和 56 年５月に退職した後、私の娘が勤務して

いたＤ市にあった事業所で、私と私の妻も一緒に勤務することになり、同

年６月上旬にＤ市に転居した。 

また、私は、Ｄ市への転入時に、私と私の妻の国民年金の加入手続を行

い、金額は覚えていないが、送付されてきた納付書で、妻の分と一緒に国

民年金保険料を納付した。 

私が保険料を一緒に納付した妻には保険料の納付記録があるのに、私に

は納付記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｄ市への転入時に、申立人の妻と共に国民年金の加入手続を行

い、送付されてきた納付書で、妻の分と一緒に国民年金保険料を納付したと

主張しているところ、住民票において確認できる申立人のＤ市への転入日、

及び申立人の国民年金手帳記号番号より後の手帳記号番号を持つ任意加入者

の資格取得日から判断して、申立人の手帳記号番号は、申立人がＤ市へ転入

した昭和 56 年６月６日から同年６月８日までに払い出されたものと推認でき、

その時点で申立人は申立期間の保険料を現年度納付することが可能である。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の妻の手帳記号番号

は、昭和 53 年２月 28 日にＢ市で払い出されていることが確認でき、当該払

出簿において、申立人の妻の国民年金被保険者台帳が昭和 56 年７月にＢ社会

保険事務所（当時）からＤ社会保険事務所（当時）に移管されたと記録され



ていることから、申立人の妻はＢ市からＤ市への国民年金に係る転入手続を

申立人と同時期に行ったと考えられるところ、申立人が保険料を一緒に納付

したとする申立人の妻は、申立期間における保険料は納付済みと記録されて

いる。 

さらに、申立期間は 11 か月と短期間である上、申立人は、申立期間当時の

家計状況について、「Ｃ社の退職金があったため、お金に困ったりすること

はなかった。Ｄ市で勤務した事業所の事業主にお金を貸したこともある。」

と供述しており、申立人はこれを裏付ける借用証書を所持しているなど、保

険料の納付資力があったことがうかがわれ、申立人についても、その妻と同

様に申立期間の保険料を納付していたとしても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



山口厚生年金 事案 1139 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該期間の

うち、平成７年６月を 26 万円、同年７月を 30 万円、同年９月から同年

11 月までを 26 万円、８年２月及び同年３月並びに同年５月から同年７月

までの期間を 24 万円、同年９月を 28 万円、同年 10 月及び９年１月を 26

万円、同年３月を 28 万円、同年５月を 22 万円、同年７月を 24 万円、12

年７月を 22 万円、同年 11 月を 19 万円、同年 12 月を 20 万円、13 年１月

を 22 万円、同年２月を 19 万円、同年３月及び同年４月を 20 万円、同年

５月及び同年６月を 19 万円、同年８月を 20 万円、同年９月を 22 万円、

同年 11 月及び 14 年９月を 19 万円、同年 10 月及び同年 11 月を 20 万円、

同年 12 月及び 15 年２月を 19 万円、同年３月及び同年４月を 20 万円、同

年６月を 19 万円、同年９月を 20 万円、同年 10 月を 24 万円、同年 11 月

及び同年 12 月を 22 万円、16 年１月及び同年２月を 20 万円、同年３月を

22 万円、同年７月から同年９月までを 20 万円、同年 10 月を 22 万円、同

年 11 月及び同年 12 月を 19 万円、17 年１月を 18 万円、同年３月を 20 万

円、同年４月、同年６月及び同年８月を 18 万円、同年９月を 20 万円、同

年 10 月及び同年 11 月を 19 万円、同年 12 月及び 18 年１月を 18 万円、同

年２月を 17 万円、同年３月を 20 万円、同年４月及び同年５月を 17 万円、

同年６月を 20 万円、同年７月を 18 万円、同年８月を 19 万円、同年９月

を 20 万円、同年 10 月を 22 万円、同年 11 月を 20 万円、同年 12 月を 22

万円、19 年１月を 18 万円、同年２月を 17 万円、同年３月を 20 万円、同

年５月を 18 万円、同年７月を 19 万円、同年９月を 18 万円、同年 10 月を

20 万円、同年 11 月を 19 万円、同年 12 月を 20 万円、20 年１月及び同年

３月を 18 万円、同年７月を 17 万円、同年９月を 18 万円、同年 10 月を

16 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間については、上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立人の申立期間③及び④に係る標準賞与額の記録については、

申立期間③を 12 万 4,000 円、申立期間④を７万 5,000 円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 



氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年９月 19 日から平成７年２月 11 日

まで 

          ② 平成７年３月１日から 21 年 10 月１日まで 

          ③ 平成 20 年 12 月 28 日 

          ④ 平成 21 年８月 25 日 

申立期間①について、私がＡ社で勤務していた当該期間に係る給与

から控除されている厚生年金保険料額は、ねんきん定期便により通知

された保険料納付額に比べて高いので、申立期間①の標準報酬月額を

実際に控除された保険料額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

申立期間②について、私が、Ｂ社に勤務していた期間のうち当該期

間に係る給与から控除されている厚生年金保険料額は、ねんきん定期

便により通知された保険料納付額に比べて高いので、申立期間②の標

準報酬月額を実際に控除された保険料額に見合う標準報酬月額に訂正

してほしい。 

Ｂ社から支給された賞与のうち、申立期間③及び④については、厚

生年金保険の被保険者記録に反映されていないので、当該期間に係る

標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①及び②に係る標準報酬月額の相違について申し

立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき標準報酬月額を

改定または決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

  また、申立人は、申立期間③及び④に係る標準賞与額の相違について

申し立てているが、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を改定または決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給

総額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの

標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 



 ２ 申立期間②のうち、平成７年６月、同年７月、同年９月から同年 11

月までの期間、８年２月、同年３月、同年５月から同年７月までの期間、

同年９月、同年 10 月、９年１月、同年３月、同年５月、同年７月、12

年７月、同年 11 月から 13 年６月までの期間、同年８月、同年９月、同

年 11 月、14 年９月から同年 12 月までの期間、15 年２月から同年４月

までの期間、同年６月、同年９月から 16 年３月までの期間、同年７月

から 17 年１月までの期間、同年３月、同年４月、同年６月、同年８月

から 19 年３月までの期間、同年５月、同年７月、同年９月から 20 年１

月までの期間、同年３月、同年７月、同年９月及び同年 10 月について

は、申立人が所持する当該期間に係る給与支払明細書及び給与の内訳メ

モによると、申立人は、当該期間について、オンライン記録の標準報酬

月額に基づく保険料より高額の保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが確認できる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、申立

人が所持する当該期間に係る給与支払明細書及び給与の内訳メモにより

確認できる報酬月額又は保険料の控除額から、平成７年６月を 26 万円、

同年７月を 30 万円、同年９月から同年 11 月までを 26 万円、８年２月

及び同年３月並びに同年５月から同年７月までの期間を 24 万円、同年

９月を 28 万円、同年 10 月及び９年１月を 26 万円、同年３月を 28 万円、

同年５月を 22 万円、同年７月を 24 万円、12 年７月を 22 万円、同年 11

月を 19 万円、同年 12 月を 20 万円、13 年１月を 22 万円、同年２月を

19 万円、同年３月及び同年４月を 20 万円、同年５月及び同年６月を 19

万円、同年８月を 20 万円、同年９月を 22 万円、同年 11 月及び 14 年９

月を 19 万円、同年 10 月及び同年 11 月を 20 万円、同年 12 月及び 15 年

２月を 19 万円、同年３月及び同年４月を 20 万円、同年６月を 19 万円、

同年９月を 20 万円、同年 10 月を 24 万円、同年 11 月及び同年 12 月を

22 万円、16 年１月及び同年２月を 20 万円、同年３月を 22 万円、同年

７月から同年９月までを 20 万円、同年 10 月を 22 万円、同年 11 月及び

同年 12 月を 19 万円、17 年１月を 18 万円、同年３月を 20 万円、同年

４月、同年６月及び同年８月を 18 万円、同年９月を 20 万円、同年 10

月及び同年 11 月を 19 万円、同年 12 月及び 18 年１月を 18 万円、同年

２月を 17 万円、同年３月を 20 万円、同年４月及び同年５月を 17 万円、

同年６月を 20 万円、同年７月を 18 万円、同年８月を 19 万円、同年９

月を 20 万円、同年 10 月を 22 万円、同年 11 月を 20 万円、同年 12 月を

22 万円、19 年１月を 18 万円、同年２月を 17 万円、同年３月を 20 万円、  

同年５月を 18 万円、同年７月を 19 万円、同年９月を 18 万円、同年 10

月を 20 万円、同年 11 月を 19 万円、同年 12 月を 20 万円、20 年１月及

び同年３月を 18 万円、同年７月を 17 万円、同年９月を 18 万円、同年



10 月を 16 万円に訂正することが妥当である。 

なお、当該期間における申立人に係る保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が誤った保険料額を給与から控除していたこ

とを認めていることから、事業主は、オンライン記録どおりの報酬月額

を社会保険事務所（当時）に届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人が所持する給与支払明細書等において確認できる報酬月額又は厚生年

金保険料の控除額に見合う保険料の納入告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間③及び④について、申立人が所持する賞与支払明細書により、

申立人は、事業主から賞与の支払いを受け、賞与額に見合う標準賞与額

（申立期間③については 12 万 4,000 円、申立期間④については７万

5,000 円）より高い標準賞与額（申立期間③については 13 万 1,000 円、

申立期間④については７万 6,000 円）に見合う保険料を控除されている

ことが認められる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準賞与額については、申立人

が所持する当該期間に係る賞与支払明細書により確認できる賞与額から、

申立期間③を 12 万 4,000 円、申立期間④を７万 5,000 円とすることが

妥当である。 

なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、「申立期間の賞与に係る記録が無いので、賞与支払及び

保険料の控除の有無については不明である。」と回答しており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 

４ 一方、申立期間①のうち、昭和 63 年９月から同年 12 月までの期間、

平成元年 11 月から２年１月までの期間、同年 10 月、同年 11 月、４年

１月、５年４月及び同年 12 月については、申立人が所持する当該期間

に係る給与明細書の「控除・厚生年金欄」において、ねんきん定期便に

より通知された保険料納付額を上回る額が控除されていること、及び当

該給与明細書の「厚生年金基金欄」において、1,500 円が控除されてい

ることが確認できる。 

しかしながら、申立期間①当時、Ａ社はＣ厚生年金基金（平成 22 年

６月１日解散）に加入しており、同社は、「給与明細書の『控除・厚生

年金欄』に記載している額は保険料と基金の掛金を合算した額であり、



『厚生年金基金欄』の 1,500 円は基金の加算掛金である。」と回答して

いるところ、当該明細書の「控除・厚生年金欄」において控除されてい

る額は、オンライン記録の標準報酬月額に見合う保険料及び基金の掛金

を合算した額と一致していることが確認できることから記録の訂正は行

わない。 

なお、ねんきん定期便により通知される保険料納付額には、基金の掛

金は含まれていない。 

また、申立期間①のうち、平成元年１月から同年 10 月までの期間、

２年２月から同年９月までの期間、同年 12 月から３年 12 月までの期間、

４年２月から５年３月までの期間、同年５月から同年 11 月までの期間

及び６年１月から７年１月までの期間については、申立人は当該期間に

係る給与支払明細書を所持していない上、事業主も当該期間に係る賃金

台帳等の資料を保管していないため、報酬月額及び保険料の控除額を確

認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が、申立期間①において、厚生年金保険被保険者と

してその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

５ 申立期間②のうち、平成７年８月、８年４月、９年９月、同年 11 月、

10 年１月から同年 10 月までの期間、11 年２月から同年４月までの期間、

同年 12 月から 12 年６月までの期間、同年８月から同年 10 月までの期

間、13 年 12 月から 14 年２月までの期間、同年８月、15 年１月、同年

５月、同年７月、同年８月、16 年４月から同年６月までの期間、17 年

２月、同年５月、同年７月、19 年４月、同年６月、同年８月、20 年２

月、同年４月から同年６月までの期間、同年８月及び同年 11 月から 21

年９月までの期間については、当該期間に係る給与支払明細書及び給与

内訳メモにより確認又は推認できる報酬月額又は保険料の控除額に見合

う標準報酬月額が、オンライン記録の標準報酬月額と比べて同額又は低

額であることが確認できることから記録の訂正は行わない。 

また、申立期間②のうち、平成７年３月から同年５月までの期間、同

年 12 月、８年１月、同年８月、同年 11 月、同年 12 月、９年２月、同

年４月、同年６月、同年８月、同年 10 月、同年 12 月、10 年 11 月から

11 年１月までの期間、同年５月から同年 11 月までの期間、13 年７月、

同年 10 月及び 14 年３月から同年７月までの期間については、申立人は、

当該期間に係る給与支払明細書を所持していない上、事業主も当該期間

に係る賃金台帳等の資料を保管していないため、報酬月額及び保険料の

控除額を確認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に



判断すると、申立人が、当該期間において、厚生年金保険被保険者とし

てその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



山口国民年金 事案 728 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年１月から 12 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年１月から 12年 12月まで 

 私は、平成 13 年６月頃に、私の父親から勧められて国民年金に加入し、

Ａ町役場の国民年金窓口で、父親が用意してくれた現金により申立期間の

国民年金保険料約 70万円を一括納付した。 

そのときの保険料領収証書は、保管していた父親が死亡したので見付か

らないが、私は、当時、勤めていた事業所（厚生年金保険の適用無し。）

の昼休みを利用して同町役場に行き、男性職員に申立期間の保険料を一括

納付したことを記憶しているので、申立期間の保険料が未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 13 年６月頃に国民年金の加入手続を行い、Ａ町役場で申立

期間の国民年金保険料約 70 万円を一括納付したと主張しているところ、Ｂ市

が保管する申立人の国民年金被保険者名簿の備考欄に「Ｈ15.７.２届出」と

記載されていること、Ａ町から申立人に宛てた平成 15 年７月２日付け事務連

絡に「国民年金の加入手続をしました。」と記載されていること、及び当時

の同町国民年金担当職員の回答から、申立人の国民年金の加入手続は 15 年７

月２日に行われたと推認でき、申立人の主張は不自然である。 

また、申立人の被保険者資格の取得日は、申立人が直前に厚生年金保険被

保険者資格を喪失した昭和 49年 10月 31日（現在は、申立人の年金履歴見直

しにより昭和 57 年１月１日に変更）に遡ったと確認できることから、申立人

が国民年金の加入手続をしたと推認される平成 15 年７月２日時点では、申立

期間の保険料は、制度上、時効により納付できない。 

さらに、前述の事務連絡に「あと、85 月支払えば、年金をもらえるように



なる。」と記載されているところ、申立人は、オンライン記録により、60 歳

到達後の平成 19 年２月 26 日に国民年金に任意加入し、同年２月から保険料

納付済期間が 85 月となる 20 年９月まで保険料を納付し、老齢基礎年金の受

給資格要件（保険料納付済期間と合算対象期間の合計が 300 月以上）をちょ

うど満たしたことが確認できることから判断すると、15 年７月２日時点では、

申立人の国民年金の保険料納付済期間は無かったことがうかがえる。 

加えて、前述の国民年金担当職員は、「当時、Ａ町では過年度保険料を預

かることはなかった。時効により納付できない期間の保険料を受領すること

は考えられない。」と回答している上、申立人が一括納付したと主張する保

険料額（約 70万円）は、申立期間の保険料の納付に必要な額（約 140万円）

と大きく相違しており、昭和 55年７月以降は特例納付も実施されていない。 

その上、申立期間の保険料の納付に必要な金額を用意してくれたとする申

立人の父親は既に死亡しており、申立人の父親から供述を得ることができな

い上、申立人に申立期間の保険料を納付することができる別の国民年金手帳

記号番号又は基礎年金番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料が納付されたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

   



山口国民年金 事案 730                       

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年１月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 47年９月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料の納付を免除されていたが、後に私の

長女が働いて蓄えたお金で追納してくれた。また、私の長女は、現在のＡ

市市民館の横にあった建物の窓口で 20 万円以上の金額を一括で納付した。

納付額が高額であったため納付したことをよく覚えているので調査して記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間は国民年金保険料の申請免除期間と記

録されているが、旧国民年金法第 89 条により、国民年金の被保険者は、生活

保護法による生活扶助その他の援助を受けるときは、その該当するに至った

日の属する月前の直近の基準月からこれに該当しなくなる日の属する月まで

の保険料を納付することを要しない（法定免除）とされているところ、申立

人が所持する国民年金手帳において、昭和 41 年度から 49 年度までの国民年

金印紙検認記録欄に「法免」と押印されていることが確認できる上、Ａ市が

保管する生活保護法廃止台帳索引簿において、申立人と同姓同名同住所の者

が、昭和 41 年２月１日から 52 年５月１日まで生活保護を受けていたことが

確認できることから、申立期間を含む 41 年１月から 52 年５月までは、保険

料の法定免除期間であったことが推認される。 

また、申立人の申立期間後の昭和 47年 10月から 57年３月までの保険料は、

納付済みと記録されていることから、当該期間のうち、少なくとも 47 年 10

月から 52 年５月までの保険料は、法定免除に係る追納が行われたものと考え

られる。 

しかしながら、申立人の申立期間の保険料を納付したとする申立人の長女



は、「私は、昭和 58 年５月に結婚したが、結婚するまでには、私が働いて蓄

えたお金で母親の免除期間の保険料を一括納付した記憶がある。」と回答し、

申立期間後の昭和 47 年 10 月から 48 年２月までの保険料を 57 年 10 月 25 日

に追納したことが確認できる国民年金保険料現金領収証書を所持していると

ころ、免除期間に係る保険料の追納は、追納の承認を受けた日の属する月前

10 年以内の期間に係るものに限られ、先に経過した月の分から順次に行うも

のとされていることから、申立人の長女が当該期間の保険料を追納した時点

では、申立期間の保険料は追納することができなかったと推認される。 

また、申立人の長女は、「20 万円以上の保険料を一括して納付した。」と

回答しているところ、申立期間の保険料を実際に追納するのに必要な金額は

約２万 4,000円であり、長女の主張と相違している。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



山口厚生年金 事案 1140（事案 520 及び 820 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月１日から 37 年６月１日まで 

私は、昭和 36 年４月１日からＡ職としてＢ事業所に勤務していたが、

厚生年金保険被保険者資格の取得日は 37 年６月１日とされていること

から、資格取得日の訂正を求めて年金記録確認第三者委員会にこれま

で２回の申立てを行ったが、２回とも訂正は認められなかった。 

私が昭和 36 年４月１日から当該事業所で勤務していたことは間違い

ないので、２回の審議結果に納得できない上、これまでの同僚に対す

る照会において、「電話による事情の聴取の際に詳しく回答していな

かった。」と言う同僚がいるので、改めて、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主が保管する申立人に係る履歴書及び複数の同僚の供述から判断す

ると、申立人が申立期間において申立事業所に勤務していたことは認めら

れるが、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、事業主が保管す

る健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書に

おいて昭和 37 年６月１日と記載されており、オンライン記録と一致して

いる上、雇用保険の被保険者資格の取得日とも一致していること、同僚か

ら申立期間に係る厚生年金保険料の控除を推認できる供述が得られないこ

となどから、厚生年金保険被保険者として事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていたことを認めることはできないとして、既に当委員

会の決定に基づき平成 21 年 11 月 20 日付けで年金記録の訂正が必要とま

では言えないとする通知が行われている。 

また、その後、申立人は、Ｃ協会主催の勉強会で一緒になった同級生の

名前を挙げて申立てを行ったが、これらの同級生は申立人とは別の事業所



で勤務した者である上、申立期間当時、申立事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿等において、厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る複数の同僚から聴取しても、申立人の申立期間に係る保険料控除がうか

がえる供述は得られず、ほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、平成 22 年７月 28 日付けで年金記録の訂正が

必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、照会に対する回答を詳しく行っていなかったと言う同

僚の名前を挙げて再度申立てを行っていることから、改めて当該同僚に照

会したところ、当該同僚は、「申立人が勤務していたことは覚えているが、

申立人が保険料徴収等の事務を担当していたか否かは分からない。当時の

ことは記憶が薄れているので、よく覚えていない。」と回答している。 

また、申立人は、「私が集金事務を担当していたとき、厚生年金保険料

も集金していた。」と主張していることから、申立事業所に係る被保険者

名簿等において、申立事業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和

30 年 12 月１日から申立期間後の 39 年８月１日までに被保険者資格を取

得した同僚 15 人に対して改めて照会し、13 人から回答を得たところ、申

立期間を含む被保険者記録が確認できる一人は、「申立人は、保険料等の

集金事務をしていたと思うが、集金事務をしていた時期がいつだったか、

記憶していない。」と回答し、申立期間後に被保険者記録が確認できる一

人は、「私が就職したときに、申立人は、集金事務をしていたが、私が入

社する前のことまでは分からない。」と回答している上、他の同僚の多く

も、「記憶していない。」としており、いずれの同僚からも、申立人が申

立期間の保険料を集金していたことをうかがわせる回答は得られない。 

一方、申立人は、申立期間も勤務していたので給与から保険料が控除さ

れていたはずであるとの主張を繰り返すのみであり、その事実を裏付ける

新たな資料の提出は無く、申立人が当時、給与から保険料を控除されてい

たことを推認できる周辺事情等は見当たらない。 

このほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



山口厚生年金 事案 1141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年 10 月１日から 36 年 12 月１日まで 

    私の夫は、昭和 33 年 10 月からＡ社のＢ支店で勤務しているのに、厚

生年金保険被保険者資格の取得日は 36 年 12 月１日とされていることに

納得できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立事業所における申立人の勤務状況等に関する申立人の妻の具体的な

記憶、及び申立事業所でＢ支店長をしていたとする者（以下「元支店長」

という。）の供述から判断すると、申立人は、申立期間において、申立事

業所に正社員として勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立人の妻が申立事業所のＢ支店で申立人と一緒に勤務

していたとして名前を挙げている同僚は既に死亡しており、当該同僚から

供述が得られない上、元支店長は、「私は、昭和 28 年５月頃に申立事業

所に入社したが、約１年後にＢ支店を作ることになり、そこの責任者とな

った。同支店で従業員を雇用したときは社長に報告し、社長が厚生年金保

険の加入手続を行っていたが、当時の新入社員は早く辞める者が多かった

ので、１年から２年ぐらい様子を見てから厚生年金保険に加入させていた

ようだ。」と供述しているところ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において、元支店長は、入社したとする時期から３年後の

昭和 31 年５月 21 日に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、元支店長が申立人と同様に正社員としてＢ支店に勤務していたと



して名前を挙げた同僚は、「私は、Ｂ支店に昭和 34 年又は 35 年頃に入社

した。」と供述しているところ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者原票によると、当該同僚は、入社したとする時期から３年又は４

年後の昭和 38 年６月 20 日に被保険者資格を取得していることが確認でき

ることから判断すると、当時、申立事業所では、必ずしも従業員を入社と

同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況がうかがえる。 

さらに、申立事業所は、昭和 45 年９月 22 日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなった後、59 年７月 20 日に解散しており、事業主も既に死亡し

ている上、元支店長及び元支店長が名前を挙げた同僚から聴取しても申立

人の申立期間に係る保険料控除に関する具体的な供述は得られない。 

加えて、前述の被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払

出簿において、申立人の被保険者資格の取得日は昭和 36 年 12 月１日と記

載されており、オンライン記録と一致している。 

このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険に加入し、事業主か

ら保険料を控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 1142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年１月９日から同年 12 月 28 日まで 

    私は、申立期間において、Ａ市役所のＢ課に臨時職員として勤務した

が、厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

私と同様にＡ市役所に臨時職員として勤務した同僚には被保険者記

録があることから、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市役所が発行した在職期間等証明書により、申立人は、申立期間にお

いて、同市役所のＢ課に臨時職員として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ市役所の回答から、申立期間の始期の約３か月前（昭

和 52 年 10 月１日）から終期の約３か月後（昭和 54 年３月 31 日）までの

期間にＢ課に勤務していた臨時職員が 10 人（申立人を除く。）確認でき

るところ、当該 10 人のうち連絡が取れた４人は、「臨時職員は、厚生年

金保険に加入していなかった。」と回答している上、Ａ市役所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票において、10 人全員の被保険者記録が確

認できないことから判断すると、当時、同市役所は、Ｂ課に勤務する臨時

職員について必ずしも全員を厚生年金保険に加入させていたとは限らない

状況がうかがえる。 

また、申立人が名前を挙げた同僚にはＡ市役所に係る雇用保険の被保険

者記録が確認できる一方、申立人には確認できず、前述の 10 人について

も、申立人と同様に同市役所に係る雇用保険の被保険者記録が確認できな

い。 

さらに、Ａ市役所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、



昭和 52 年 10 月１日から 53 年７月１日までの期間に被保険者記録がある

同僚が 15 人確認できるところ、このうち連絡が取れた３人のうち申立人

が名前を挙げた同僚及び申立人と同様にＢ課に勤務したとする同僚の二人

は、「申立人を知っているが、申立人に係る厚生年金保険の加入状況につ

いては分からない。」と回答しており、他の一人は、「勤務場所が違うた

め、申立人を知らない。」と回答している。 

加えて、Ａ市役所は、「当時の関連資料は既に廃棄している。申立期間

について、当市が届出を行わずに申立人の給与から厚生年金保険料を控除

していたとは考え難いことから、申立人については、厚生年金保険の加入

手続を行っていなかったと考えられる。」と回答しており、申立期間当時

に同市役所Ｂ課に勤務する臨時職員に係る厚生年金保険の事務手続を担当

していたとされる者（Ａ市役所Ｃ課の職員）から聴取しても、申立期間当

時の臨時職員に係る厚生年金保険の加入及び厚生年金保険料の控除につい

て確認できる回答は得られない。 

また、前述の被保険者原票において、申立期間に申立人の名前は見当た

らず、健康保険の整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落し

たとは考え難い上、申立人は、オンライン記録によると、申立期間を含む

昭和 52 年９月から 54 年１月まで国民年金に加入し、国民年金保険料を納

付していることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険に加入し、事業主か

ら保険料を控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



山口厚生年金 事案 1143 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  昭和 45 年４月１日から 47 年４月１日まで 

    私は、申立期間当時、Ａ社において、Ｂ職として勤務していたが、当

時、業界は活況を呈し、同社の業績も伸び、毎年１万円以上は確実に昇

給していたのに、同社の厚生年金保険の標準報酬月額の記録が昭和 45

年４月から 47 年３月までの２年間について増額していないことに納得

できない。 

なお、当時は、会社の方針により残業しなかったので、月ごとに給与

の支給額が増減することはなかったと記憶している。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、当時の申立事業所の業績から考えると、申立期間の標準報酬

月額が増額していないことに納得できないとして申し立てている。 

しかし、申立人は、申立期間に係る給与明細書等を所持していない上、

申立事業所は、「当時の給与明細書の資料等は廃棄処理しており、申立人

の勤務実態や社会保険料控除等の内容を確認する関係書類が無く、申立人

の標準報酬月額を確認することはできない。」と回答しており、申立人の

報酬月額及び厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、申立人の申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間当時、被保険者記録が確認でき、申立人とほぼ同じ職種、

経験年数を有する複数の同僚の標準報酬月額を検証したところ、申立人の

標準報酬月額のみが低額であるという事情は見当たらない。 

さらに、当該複数の同僚は、申立期間当時支給されていた給与額につい

て、「記録されている標準報酬月額に相違ない。」、又は、「記録されて



いる標準報酬月額に間違いがあるか否かは不明である。」と回答している

ほか、前述の被保険者名簿及びオンライン記録において、これら複数の同

僚や申立人の標準報酬月額が遡及して訂正されるなどの不自然な事務処理

の形跡は見当たらない。 

加えて、前述の被保険者名簿に記載された申立人の申立期間における標

準報酬月額は、オンライン記録と一致している。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 


